
平成２７年度 京都市立鳴滝総合支援学校「学校いじめ防止基本方針」 

 

１ 総則  

（１）目的 

いじめは，いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全な成長及び

人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれが

あるものである。 

本方針は，子どもの尊厳を保持する目的の下，いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）

第１３条に基づき，本校のいじめ防止等の取組の基本的な方向，取組内容を策定するものである。 

 

（２）基本理念 

「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定

の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの（当

該子どもが心身の苦痛を感じていなくても，他の子どもであれば心身の苦痛を感じる蓋然性が高いも

のを含む）をいう。 

但し，いじめには多様な態様があることに鑑み，「いじめ防止対策推進法」における「いじめ」に該

当するか否かを判断するに当たり，「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されるこ

とのないよう努めなければならない。 

いじめは，すべての児童生徒に関係する問題（※）である。いじめの防止等の対策は，すべての児

童生徒が安心して学校生活を送り，様々な活動に取り組むことができるよう，学校の内外を問わず,い

じめが行われなくなるようにすることを旨として行う。また，すべての児童生徒がいじめを行わず，

いじめを認識しながら放置することがないよう，いじめの防止等の対策は，いじめが，いじめられた

児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて，児童生徒が十分に理解で

きるようにすることを旨とする。 

加えて，いじめの防止等の対策は，いじめを受けた児童生徒の生命・心身の保護することが特に重

要であることを認識しつつ，国，地方公共団体，学校，地域住民，家庭その他の関係者の連携の下，

いじめの問題を克服することを目指して行う。 

 

 

 

 

２ 基本的施策 

（１）学校におけるいじめ防止 

授業改善の充実 

・個別の包括支援プラン・キャリアプランに基づく授業計画を作成し，その計画のもと指導を徹底し，

児童生徒がわかる喜びと学ぶ楽しさを実感できる授業を行う。「ソーシャルスキルの育成」｢コミュニ

ケーション能力の向上｣に重点を置いた学習内容や学習形態を工夫する。 

※国立教育政策研究所の追跡調査では小４～中３の６年間で，９割程度の児童生徒がいじめに 

巻き込まれている（国立教育政策研究所『いじめ追跡調査 2010－2012』2013 年） 



・人権教育全体計画に基づく，教育活動全般を通じた人権教育を推進する。 

・各学年で指導すべき基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ，すべての児童生徒に学習基盤の

定着を図る。児童生徒の特性を把握し効果的な学習形態を工夫することで生徒が安心して学習に臨め

る環境づくりを行う。公開授業，校内研究などを通じて児童生徒がわかる授業づくりに努める。 

・「生徒理解」の研修会等を活用し，児童生徒の実態に関する情報共有を図り，教育活動全体を通じて効

果的な支援・授業を行う。 

 

道徳教育の充実 

・児童生徒の道徳的実践力を育むため，保護者や地域の方々の参加・協力を得るなど，家庭や地域社会

との共通理解，連携を深め，道徳の授業はもとより教育活動全体を通じて道徳教育の充実をはかる。 

 

体験活動の充実 

・職場体験実習や校外演習，教科，総合的な学習の時間，特別活動と道徳の時間との関連を図り，道徳

的価値の自覚を深める指導の充実を図る。 

 

児童生徒が自主的に行う活動の支援 

・児童生徒会活動や児童生徒の主体的・自発的な活動を重視するとともに，集団生活や集団活動の楽し

さを実感し，集団の一員としての役割を担い，責任を果たす中で，自分への自信を培い，自己有用感

を高め自己実現につなげる指導を進める。 

 

児童生徒の啓発 

・クラス代表会や部活動，その他学校教育全体を通じて，自他の個性を発見し，違いを尊重し合える児

童生徒を育成する。 

 

保護者の啓発 

・機会を捉え「いじめ防止対策推進法」の趣旨を保護者等に広く周知し，いじめの解消が保護者の理解・

協力なしに進まないことの理解を広く求める。具体的には，『いじめられていないか？』と同等，『他

の子どもをいじめていないか？』の家庭・地域での声かけを生み出していけるようにする。 

 

（２）いじめの早期発見のための措置 

・日常の児童生徒観察，１０分間面談や教育心理相談，スクールカウンセラーとのカウンセリング，

教職員間の情報交換などあらゆる機会を捉えて児童生徒のささいな変化に気づき，児童生徒の実態

把握に努める。そして，その情報を確実に共有，分析し，速やかに対応する。情報伝達・共有に関

しては口頭だけでなくメモ等を活用して確実に行う。また，保護者や地域との連携を細かく丁寧に

行い，児童生徒の変化を早期に発見する。今まで当たり前だと思ってきたことを点検し，意識的・

積極的に活用していく。 

・登下校時，昼休み，バス停での巡回体制を敷き，児童生徒の変化や困り，いじめの早期発見に努め

る。 



 

（３）教職員の資質向上 

・日常的に児童生徒の動向の情報交換を行い，教職員相互の観察視点の補完を行うとともに観察視点

の多角化に努める。 

・校内研修会でいじめ防止対策に関する研修及び様々な障害に関する特性や支援等の研修を実施する。 

 

（４）インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 

・京都市教育委員会・京都府警本部と連携し「非行防止教室」を実施する。インターネットや携帯電

話の利用について，危険性はもちろんのこと問題行動全般に関する未然防止の啓発・指導に努める。 

・登下校を含めた校外・校内での携帯電話やスマートフォンの取り扱いについて，既存のルールを児

童生徒，保護者へ周知徹底する。 

・保護者に対して各端末の機能・性能に関する情報の提供を積極的に行う。併せて子どもの携帯電話

やパソコンの利用実態把握と，家庭でのルール作りを呼び掛ける。 

・日常の児童生徒同士の関わりの中に適宜介入し，児童生徒のソーシャルスキルの向上に努め，児童

生徒一人一人の居場所づくりに努める。 

・道徳や情報等の授業を通して情報リテラシー，ネットワーク上のルールやマナー，危険回避，個人

情報・プライバシー，人権侵害，著作権への対応などについて指導する。 

・ＰＴＡ活動や家庭教育講座等の活動を通じて保護者や地域への啓発活動を行う。 

 

３ いじめの防止等に関する措置 

（１）学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 

いじめ防止対策委員会 

［実施予定］月１回（※緊急に対応を要する場合は，この限りではない。） 

［構 成 員］学校長 教頭 副教頭 両学科長 生徒指導主事 生徒指導副主任 養護教諭  

人権教育主任 スクールカウンセラー  

［内 容］・各学年の生徒の動向を情報交換し，多角的に生徒理解を行い指導に生かす。 

・定期的な未然防止対策・早期発見対策を勘案・検討し推進する。 

・生徒指導委員会での情報交換に基づき，必要に応じて組織的な対応を検討し推進する。 

・いじめとして対応すべき事案か否かを判断する。判断材料が不足している場合は，関係者

の協力のもと，事実関係の把握を行い，いじめであると判断されたら「組織」で問題解決

まで被害・加害双方に対し指導・支援を行う。 

 

生活産業科生徒指導係会 

［実施予定］原則週１回 

［構 成 員］指導部門副教頭 生活産業科学科長 生徒指導主事 生徒指導副主任 生徒指導担当教員  

［内 容］・各学年の生徒の動向を情報交換し，多角的に生徒理解を行い指導に生かす。 

・問題行動に対する未然防止対策・早期発見対策を勘案・検討し推進する。 

・問題行動を起こした生徒への支援・指導を検討し実践する。 



・いじめとして対応すべき事案か否かを判断する。判断材料が不足している場合は，関係者

の協力のもと，事実関係の把握を行い，いじめであると判断されたら「組織」で問題解決

まで被害・加害双方に対し指導・支援を行う。 

      ・児童生徒の実態や障害の特性に応じて，個別に対応する。 

 

（２）いじめに対する措置 

・いじめに対する措置については，「いじめ防止対策推進法」等を踏まえ，いじめの事実の有無を確認，

教育委員会への報告，再発防止，いじめを受けた生徒又は保護者への支援，いじめを行った児童生

徒への指導又は保護者への助言，いじめを受けた児童生徒が安心して教育を受けるための必要な措

置，保護者との情報共有，警察との連携などの適切な措置を講ずる。 

 

４ 重大事態への対処 

重大事態が発生した場合は，速やかに京都市教育委員会に報告し，調査の主体等についての協議を行

う。 

重大事態として取り扱う案件は， 

① 命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いのあると認めるとき 

 例えば 1)児童生徒が自殺を企図した場合 

         2)身体に重大な傷害を負った場合 

         3)金品等に重大な被害を被った場合 

         4)精神性の疾患を発症した場合 

②相当の期間，学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 

が主なものであるが，児童や保護者から，いじめられて重大事態に至ったという申し出があったときも，

重大事態の疑いのあるものとして対応する。 

本校が調査の主体となる場合は，本校の下に組織を設け，事実関係を明確にするための調査，必要に

応じた適切な保護者への情報提供，京都市教育委員会への調査結果の報告，調査結果を踏まえた適切な

措置，同種の事態発生の防止に向けた取組の推進等を速やかに行う。 

また，京都市教育委員が調査の主体になった場合は，京都市教育委員会の指示のもと，資料の提出な

ど，調査への協力をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳴滝総合支援学校における組織的ないじめ対応の流れ 

いじめの予防 

●校内指導体制の確立 

●生命尊重と人権尊重の態度の育成 

●児童生徒会活動を通じた自己指導力の育成 

●非行防止教室の実施 

●家庭・地域・関係機関との連携強化 

いじめの情報 

情報を集める・記録する 

●教職員，児童生徒，保護者，地域，その他から「組織（いじめ防止対策委員会）」

に情報を集める 

●情報収集においては，客観的に事実確認し，正確に記録する 

●いじめを発見した場合は，その場でその行為を止める 

 

関係機関 

指導・支援体制を組む 

●「組織」で指導・支援体制を組む 

（学級担任，養護教諭，生徒指導担当教員，管理職などで役割を分担） 

連携 

子どもへの指導・支援 

●いじめられた児童生徒にとって信頼できる人（親しい

友人や教員，家族，地域の人々等）と連携し，寄り添

い支える体制をつくる 

●いじめた児童生徒には，いじめは人格を傷つける行為

であることを理解させ，自らの行為の責任を自覚させ

るとともに，不満やストレスがあってもいじめに向か

わせない力を育む 

●いじめを見ていた児童生徒に対しても，自分の問題と

して捉えさせるとともに，いじめを止めることはでき

なくても，誰かに知らせる勇気を持つよう伝える 

 

 

保護者と連携する 

●つながりの教職員を中心に，即日，関係

児童生徒（加害・被害とも）の家庭訪問

等を行い，事実関係を伝えるとともに，

今後の学校との連携方法について話し合

う 

今後の対応 

●継続的な指導や支援を行う 

●スクールカウンセラー等の活用も含めた心のケアを行う 

※臨時，指導・支援体制に修正を加え，「組織」でより適切に対応 

※常に状況把握に努める 



５ いじめ防止対策の年間計画（予定） 

  いじめの防止等のための取組を下表のスケジュールにより実施する。 

ただし，年度途中に計画の見直しを行う場合がある。 

月 
対策会議や校内研修

等 

未然防止に向けた

主な取組や行事等 

アンケートの実施

や教育相談週間等 
保護者への啓発等 

４ 

いじめ防止対策委員会

（第１回） 

職員会議「学校いじめ防

止基本方針」の共通理解 

研修会「生徒理解」Ⅰ 

新入生歓迎会 

合同学活（普通科） 

１０分間面談 

教育相談 

心理相談 

家庭訪問週間 

休日参観 

５ 

いじめ防止対策委員会

（第２回） 

研修会「生徒理解」Ⅱ 

「いじめ」に関する研修会 

宿泊研修（生１年） １０分間面談 

心理相談 

 

６ 

いじめ防止対策委員会

（第３回） 

 

 第 1 回いじめに関する

アンケートの実施 

１０分間面談 

心理相談 

 

７ 
いじめ防止対策委員会

（第４回） 

修学旅行（普通科） １０分間面談 

心理相談 

参観週間 

（普）ケース会議 

（生）キャリアカウンセリング  

８ 
いじめ防止対策委員会

（第５回） 

ケータイ教室 

修学研修旅行（生２年） 

１０分間面談 

 

 

９ 
いじめ防止対策委員会

（第６回） 

学校祭体育の部 １０分間面談 

心理相談 

家庭教育講座 

１０ 

いじめ防止対策委員会

（第７回） 

 

学校祭文化の部 

 

１０分間面談 

心理相談 

家庭教育講座 

参観週間 

（普）ケース会議 

（生）キャリアカウンセリング 

１１ 
いじめ防止対策委員会

（第８回） 

 １０分間面談 

心理相談 

家庭教育講座 

１２ 
いじめ防止対策委員会

（第９回） 

人権教育① 

 

１０分間面 

教育相談・心理相談 

 

１ 
いじめ防止対策委員会

（第 10 回） 

人権教育② １０分間面談 

心理相談 

 

２ 

いじめ防止対策委員会

（第 11 回） 

年間の取組の見直し③ 

卒業生を送る会 第２回いじめに関する

アンケートの実施 

１０分間面談 

心理相談 

 

３ 

いじめ防止対策委員会

（第 12 回） 

 

 

 １０分間面談 

心理相談 

参観週間 

（普）ケース会議 

（生）キャリアカウンセリング 

入学説明会 



 


